
 
平成２９年４月５日 

 

「貸切バス事業者のデジタル式運行記録計導入ガイド」について  
 
貸切バス事業者 各位 

 

 

平成２８年１月の軽井沢スキーバス事故の発生を踏まえ、同年６月に取りま

とめられた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に基

づき、貸切バス事業者においてデジタル式運行記録計を導入の促進が図られ、高

度な運行管理が行われるとともに更なる事故防止の取り組み強化に活用してい

ただくことを期待し、「貸切バス事業者のデジタル式運行記録計導入ガイド」が

作成されました。 

本導入ガイドにより、貸切バス事業者の皆様がデジタル式運行記録計を積極的

に導入し、運行管理の高度化を通じて、事故防止のための取り組みの一助となれ

ば幸いです。 

 

 

【導入ガイドの掲載先】 

http://www.mlit.go.jp/common/001179418.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
北陸信越運輸局 新潟運輸支局  

   輸送監査部門・検査整備保安部門 

－明日の交通・環境を創造します－ 


